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ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 

（７） 募集又は割当方法 割当先に対する第三者割当方式 

（８） その他 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後

に、本新株予約権に係る第三者割当て契約（以下「本割当契約」といいま

す。）を締結いたしました。本割当契約において、①当社は、割当先が本

新株予約権を行使することができない期間を指定することができること、

及び②割当先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権を第三者に譲渡

することができないこと等が定められています。 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。

行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全

部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資

金調達の額は減少します。 
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